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学生のみなさんへ 

“注意喚起”インフルエンザの流行期に入りました！ 

保健管理センター 所長  

 

【福井県の発生状況について】 

 県内のインフルエンザ定点医療機関における１定点の患者数が３．３０人となり、流行開始の指標

１人を大きく上回り、本県はインフルエンザの流行期に入りました。新型コロナウイルス感染症の感

染拡大が続く中、今後、インフルエンザとの同時流行に注意する必要があります。 

 

【予防策について】 

 手洗い・うがい・マスクの着用・咳エチケット等の予防対策を徹底してください。 

 

【発熱など体調不良時について】 

登学はしないで、かかりつけ医に電話受診をしてください。かかりつけ医がいない場合は、福井県 

新型コロナ総合相談センター（０５７０－０５１－２８０）に相談してください。 

 

【診断結果について】 

・医療機関等を受診し診断結果がでたら、大学に報告してください。 

文京キャンパス・・・（インフルエンザ） 保健管理センター 

（新型コロナウイルス感染症）学生サービス課 

松岡キャンパス・・・（インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症） 松岡キャンパス学務課 

敦賀キャンパス・・・（インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症） 敦賀キャンパス運営管理課 

・インフルエンザ診断された場合、自宅療養（発症後 5 日経過し、かつ、解熱した後 2 日を経過する

まで）してください。(早見表参照) 

 

【問合せ先（平日 ８：３０～１７：１５）】 

文京キャンパス 保健管理センター 

       ０７７６－２７－８５１３ 

 松岡キャンパス 保健センター 

         ０７７６－６１－８５７５ 

 敦賀キャンパス 運営管理課 

         ０７７０－２５－００２１ 

 



 

                           

インフルエンザの出席停止期間

　　「発症後5日経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」です。（学校保健安全法に準じる）

　　　　発症した日からかぞえると、6日間の出席停止が必要となります。

　　　　その後は、解熱した日によって出席停止日が延長されます。

　　　　（解熱直後は、まだ体外にウイルスを排出しており、周囲に感染を拡大させる状況です。）

　　　　発症日（０日目）は、病院を受診した日ではなくインフルエンザ症状（３８℃程度の発熱等）が始まった日です。 

　　　　病院受診時に、医師に発症日を確認することが必要です。

参考：「インフルエンザ出席停止期間の基準」早見表
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